
【労働局では積極的な不正受給調査を行っています】 

  

労働局では、雇用保険法等の関係法令に則り、予告なしの調査を積極的に実施し
ています。 
 雇用関係助成金を受給（又は申請）した事業主の皆さまにおかれましては、調査
へのご協力と適正な受給（又は申請）であったかの自主点検をお願いいたします。 
 
 万一、自主点検の中で不正もしくは不適正な受給（又は申請）があった際は、速
やかに下記の連絡先までご連絡ください。 
 また、従業員等の方で勤めている（又は勤めていた）事業所が不正受給をしてい
る（又はしていた）等の情報をお持ちの方は、下記の連絡先まで情報提供をお願い
いたします。 
  
【自主申告・不正受給情報提供連絡先】 
 栃木労働局職業安定部職業対策課分室 助成金事務センター 
 TEL：028-614-2263 
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公表日 名称 代表者氏名
不正受給に関与した

役員等の氏名
事業概要

不正受給に係る
事業所の名称

所在地 助成金の名称
不支給決定日又は
支給を取り消した日

不正受給を理由とする
返還を命じた額

（※支給決定取消額）
返還状況

事業主等が行った
不正の行為の内容

令和8年3月19日 三四四株式会社 佐々木　里織
佐々木　里織
田尻　民夫

委託給食業
弁当仕出

三四四株式会社
栃木県矢板市
木幡2570-9

①雇用調整助成金
②緊急雇用安定助成金

令和7年12月25日
①10,791,750円
②3,654,000円

全額未返還

一部の対象労働者について、
雇用していないにもかかわら
ず雇用したとし、併せて、休業
手当を支払っていないにもか
かわらず支払ったとし、また実
際の支給額よりも過大に支
払ったとする虚偽の申請書類
を作成し、当該助成金を不正
に受給したもの。

令和8年3月19日 株式会社ジュピア 高久　恵美 高久　恵美
飲食店・

結婚式場の
経営

株式会社ジュピア
栃木県那須郡那須町

寺子乙3933-9
雇用調整助成金 令和7年12月11日 37,776,108円 一部返還済

支給申請を行った一部の対象
労働者について、休業してい
ないにもかかわらず休業した
とする虚偽の申請書類を作成
し、当該助成金を不正に受給
したもの。

令和8年3月19日 株式会社マルイワ技建 岩﨑　俊彦 岩﨑　俊彦 建築工事業 株式会社マルイワ技建
栃木県足利市
新宿町1130-3

雇用調整助成金 令和7年11月26日 20,202,905円 全額返還済

支給申請を行った一部の対象
労働者について、休業してい
ないにもかかわらず休業した
とする虚偽の申請書類を作成
し、当該助成金を不正に受給
したもの。

令和8年3月19日 有限会社チロリン村 山本　仁一郎 山本　仁一郎
飲食業

食品の販売
有限会社チロリン村

栃木県日光市
所野1535-4

雇用調整助成金 令和7年11月26日 21,764,556円 一部返還済

支給申請を行った一部の対象
労働者について、休業してい
ないにもかかわらず休業した
とする虚偽の申請書類を作成
し、当該助成金を不正に受給
したもの。

不正受給を行った事業主等

（問い合わせ先）

栃木労働局職業安定部職業対策課分室
　　助成金事務センター
電話　028-614-2263

※「返還状況」欄は最新公表日時点の情報を掲載。

【最新公表日】令和8年3月19日


